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平成 25年 3月 1日

消費・安全局長

わ 「動物用インフノレエンザワクチン製造用株を定める件についてJの

l_) 

一部改正にっし、て

このことについて、別添写しのとおり各都道府県知事宛て通知したので、了知

されたい。
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北海道知事殿

24消安第44 64号

平成 25年 3月1日

の 「動物用インフノレエ守ンザワクチン製造用株を定める件についてJの

じ

一部改正について

薬事法（昭和35年法律第14・5号）第83条第1項の規定により読み替えて

適用される同法第4:2条第1項の規定に基づく「動物用生物学的製剤基準」（平
成14年10万3日農林水産省告示第i5 6 71き）の規定に基づき、鳥インフル
エンザ（油J性アジュパント加）不活化ワクチシの製造用株を「動物用インフルエ

ンザワクチン製造用株を定める件についてJ"（平成・21年7月1日付け21消安
第2675号農林水産省消費・安全局長通知）において、定めているところでずo

I 今般、製造用株としての適性が確認されたA/duck/HokkaidoNac-3/2007但5Nl)
株を同ワクチンの製造用株とじて加えるため、同通知の一部を別紙のとおり改正

することとしましたので、御了知願います。
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別紙

「動物用インフノレエンザワクチン製造用株を定める件についてJ （平成21年7月1日付け21消安第26 7 5号農林水産省消費・安全局長通知）

（下線部分は改正部分）

改 正 後 現 IT 

言己 記

1～2 （略） 1～2 （略）

3 烏インフノレエンザ（油性アジュパント加）不活化ワクチン 3 烏インフノレエンザ（油性アジュパント加）不活化ワクチン

（薬事法第14条第1項又は第9項若しくは第四条の2第1項文は第5項の承認を （薬事法第14条第1項又は第9項若しくは第19条の2第1項又は第5項の承認を

受けた製剤の製造用株） 受けた製剤の製造用株）

( 1) H 5亜型

Z AfChicke凶 foxica/232/94/CPA但到2) _Ll_l_ A/Chicke仙 foxica/232/94/CPA但5N2)

イ A-H5N9TW68 Bia 」RA-H5N9TW68 Bia 
立 A/duck/Hakl坦idaNac-1/04(I王SN!) _J_;Ll_ A/duck/Ha地aidaNac-1/04但到1)

三 A/duck/Ho地aidoNac-3/2007但SN!)

(2) H 7亜型

Z A/duck/HokkaidoNac-2/04 (H7Nη 」生l_A/duck/HokkaidoNac-2/04(Iヨ7N7)




